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「特例的評価」の継続等を求める団体署名に寄せられたコメント（一部） 
                   ２０２１年９月１３日 全日本民主医療機関連合会 
 
○ 新型コロナウイルス感染症は、まだまだ収束しません。利用控えも続いており、事業継続も大変

です。是非特例的評価の継続をお願いします。収束とはほど遠く、デルタ株の猛威は留まるところで

はありません。これからが本番とも言えるのではないのでしょうか。訪問介護でもいつその危険が潜

んでいるかわからない等大変な不安の中での訪問となっています。是非とも検討していただきたい

です。（訪問介護） 
○ コロナ禍が続き、現場は緊張の連続です。今が一番大変な時に特例的評価がなくなるのは、ス

タッフの意欲低下につながりますし、介護職がやめてしまいます。（訪問看護ステーション） 
○ 連日の感染対策でスタッフの疲労もピークです。体制確保も厳しく、入居者の支援にも影響が出

ないためにも、「特例的評価」の継続を求めます。（特別養護老人ホーム） 
○ 休業を余儀なくされた事業所も複数あります。職員や家族を守るためにも 10 月以降の特例的

評価の継続をぜひお願いします。（在宅サービス事業所） 
○ 認知症を抱えていらっしゃる方に対し、感染症対策を徹底するのは非常に困難です。自分たち

の生活を制限しながら、入居者様へサービス提供していることへの評価をお願いします。（認知症グ

ループホーム） 
○ 感染が疑われる利用者に対して急なサービス調整など普段にはない業務負担が発生していま

す。コロナ禍で利用者の現状把握も難しくなっています。そんな中、利用者の生活を守るため、プラ

ン作成やサービス調整等おこなっていることへの評価をお願いします。（居宅介護支援事業所） 
○ もともと低い介護報酬です。今でも援助の際には特例的評価では補えない感染対策の費用が

発生しています。ケア労働に対しての評価をもっと高めてください。（訪問介護） 
○ デイサービスなどで感染者が出る中で、保健所の機能が回っておらず、連絡もなかなかこない。

利用者の状況も確認しつつ、スタッフの家族が濃厚接触者に該当し出勤できない状況等もあり、今

後の業務体制にも不安あり。（地域包括支援センター） 
○  高齢者や介護職員のワクチン接種が進む中でも、サービス事業所での感染拡大が再び起こっ

ています。経営的にも苦境に追い込まれ、存続が危ぶまれる状況の中で、僅かであっても特例的評

価は継続していていただきたい。利用料の算定対象からも外してください。（在宅サービス事業所） 
○ 感染拡大や緊急事態宣言下で、勤務中は感染対策、プライベートは自粛という状況で緊張の連

続です。それに対する評価をいただけると助かります。（短期入所） 
○ コロナウイルス対応で利用者、職員ともに疲弊しています。感染拡大でサービス利用にも制限

（事業所１か所に県外からの家族が来たら休止など）がかかっています。感染予防とサービス継続に

事業所も難しい判断をせまられている状況でもあります。事業所のサービス継続の観点からも利用

料への上乗せはやめてほしい。（居宅介護支援事業所） 
○ コロナによる利用控えでの利用者減や認知症を抱える方への感染対策の徹底など、感染症によ

る収入減や手間と経費への評価をお願いします。（通所介護） 
○ 認知症の方をお預かりしている施設です。一旦陽性者が出れば即クラスターとなり、認知症状が

あるため、入院もできないと予測しています。そんな中で、感染対策に要する物品購入や日々の必

要物品も極力通販などに頼り、自分たちの生活も２年近くかなりの制限、ストレスもがまんも限界です。
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感染対策物品も一時期に比べかなり価格も安定してきていますが、購入にもかなりの負担を強いら

れています。特例的評価の継続をお願いします。（認知症グループホーム） 
○ 感染防止手袋は２年前の４倍、消毒液は３倍、マスクは２倍、体温計も品薄で 1.5 倍します。特例

的評価の継続をお願いします。（訪問介護） 
○ 感染対策をしながら業務を続け、業務量が増えても報酬は増えてません。感染対策の保障は国

が行うべきであり、利用者の負担で賄うものではないと思います。国の保障で医療・介護サービスを

必要時、必要分受けられるようにしてほしいです。（居宅介護支援事業所） 
○ 昨年当初から新型コロナウイルス感染症とのたたかいと対応の毎日が続いています。当法人で

も休業を余儀なくされたところが複数事業所あり、このパンデミックはいまだ終息の兆しが見えるどこ

ろか、むしろ拡大の傾向が続き、多くの職員や家族を疲弊させています。10月以降の特例的評価の

継続をぜひともお願いします。（認知症通所介護） 
○ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、介護従事者の身体的・心理的負担は益々増大しています。

このような中、９月末で打ち切りとせず何としても 10 月以降の継続を強く求めます。（診療所） 
○ 介護事業は医療と違って常に人員もギリギリで運営しています。コロナ感染のようなハプニングが

起これば、即経営難に陥ります。介護保険制度を作った国の責任で介護事業を減収補填で支えて

ください。これは災害ですから人災にしないでください。（在宅サービス事業所） 
○ 新型コロナウイルス感染症対策、予防としての事業経費は増加しています。利用者、従事者を守

っていくためにも「特例的評価」の継続をお願いします。（小規模多機能居宅介護） 
○ 給付管理をしている利用者が 8 月に 3％加算に該当します。通所介護の管理者は「心苦しいで

すが、利用者に説明し、理解を頂いた」とお話をされました。加算として利用者に乗せるのは社会保

障とは全く違います。それに現場の負担をこれ以上重くしないで下さい。（在宅サービス事業所） 
○ 施設では面会制限を行うとともに、消毒等感染予防対策が続いています。落ち着く目途がない

中、感染予防費用は増すばかりです。今後増えていく高齢者の安心安全な生活支援の為には、0.1
％上乗せ措置は必要なものだと思います。（地域密着型特別養護老人ホーム） 
○ 関連介護事業所では定数ギリギリの配置であり、家族に陽性者が出れば出勤できず、大変な運

営を行っています。そんな介護事業所を守るためにも「特例的評価」を継続してください。（診療所） 
○ コロナ感染対策に対する特例的な扱いは、コロナの感染状況によって延長又は終了のはず。現

状がそのようなコロナの感染状況であると評価されているなら、その根拠を明確にし、介護従事者に

説明してもらいたいと思います。（居宅介護支援事業所） 
○ 家庭内感染が広がりを見せて、家族感染から自宅待機を危惧する職員もいる中、事業の勤務体

制も厳しくなると考えられます。政府支援が滞りなく行われることを切に望みます。特例的措置の9月

打ち切りに反対し、10 月以降の継続をお願いします。（診療所） 
○ 介護事業所は評価の低い介護報酬のもとで厳しい運営を強いられています。特に通所介護事

業所は利用控えや感染対策によって厳しい状況にあります。要請する感染症対応の特例的評価は

最低限の措置でしかありません。減収補填措置も利用者負担増を招き利用控えにつながっていま

す。介護事業所の運営を維持し、かつ利用者の権利を守るために利用料の算定対象から外すよう

お願いします。（病院） 
○ いつ、どこでコロナに感染するのかわからない状態の中、日々利用者と関わり、いつまで感染対

策をして接し、対策していかなければいけないのか不透明な状態では継続して介護サービスが提供

できません。継続した特例的評価をお願いします。（複合型サービス事業所） 
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○ 高齢者は少しの手助けがあれば、自宅で元気に過ごしていけるのに、新型コロナウイルス感染

症でエッセンシャルワーカーへの評価が低すぎた日本です。感染対策を強化し、利用者も介護者も

安心してサービスを利用できるようにすべきです。それが日本経済を支えることにもつながるのでは

ないでしょうか。（在宅クリニック） 
○ 認知症デイサービスでは、自宅を出るときから事業所に入る入り口、手洗い、食事前後の机や消

毒、清掃も全てルールを守り続けています。費用は毎日、この一年半も、今後も同様に負担増で継

続します。利用者、職員を守りながら家族にも理解いただき継続しています。定期的な PCR 検査も

公費で継続できるよう、合わせて要請事項の内容を強く要請いたします。（通所介護） 
○ デイサービスやショートステイを止めた時、必ずヘルパーへの依頼があります。介護職間だけで

なく、利用者への感染拡大防止の面からも、今行っている感染対策を見直しながら行う必要を感じ

ています。支援を継続していただきますようお願いします。（訪問介護） 
○ 24 時間の定期巡回事業所のため、スタッフが巡回する際の感染拡大防止のための費用は増大

するばかりです。支援の継続を願います。（定期巡回随時対応型訪問事業所） 
○ コロナ禍で保育現場として常に緊張し、お子さんをお預かりしている状況です。この気持ちは介

護現場でも同じく事業所・職員が不断の努力をしています。どうぞ介護報酬の引き上げ、介護職員

の処遇改善も含みながら、基本報酬 0.1％上乗せする特例的評価を 2021 年 10 月以降も継続させ

てください。（保育園） 
○ 通所系サービスは、ワクチンの職員接種も遅く、検査キット配布事業の対象にもなっていません。

感染リスクは同じなのに。感染対策には人手とお金がかかります。いまだ出口のみえない状況で、上

乗せすらなくなれば、介護はこれ以上頑張ることができません。（複合型サービス事業所） 
○ 昨年、当事業所はコロナウイルス感染症の影響で５月にデイサービスを一時休止しました。前年

度はその影響で経営的にも厳しい状態に陥り、本年度も苦戦しています。新型コロナウイルス感染

症が完全に収束するまで、「特例的評価」を継続してください。（複合型サービス事業所） 
○ 入居者が感染しないための消毒液やマスクの配置・補充、より安全で快適な空間創造のために

パーテーションの見直し等コロナ禍での必要な投資が続きます。通所リハビリテーションは日々外部

からの高齢者が触れ合うより感染リスクが高い場所です。滅菌できる壁への改修などさらなる投資が

必要です。引き続き特例的評価の継続を求めます。（介護老人保健施設） 
○ 当県では 8 月 20 日より蔓延防止法等重点措置が発出され、解除されるまではと通所を控える利

用者も現在 2 名出ています。利用控え分は新規利用者を確保するわけにもいかず、空席のまま運

営せざるを得ません。また室内や送迎車内の消毒作業などに時間を取られ、通常より多くのペーパ

ータオル、消毒剤、マスク、プラスチックグローブなどの消耗品費がかかっています。このままでは精

神的にも費用面でも多くの事業所が立ち行かなくなります。入所施設以外でも定期的な PCR 検査

の実施など利用者・職員共に安心して暮らせるような施策を早急に実施して下さい。（通所介護） 
○ 福祉用具は 0.1％上乗せの対象となっていません。感染症の対応が必要であるのは福祉用具も

例外ではありません。「特例的評価」の継続と対象の拡充をお願い致します。（福祉用具貸与事業

所） 
○ 感染拡大に伴い、サービス利用を控える方があり、事業所の経営を圧迫しています。ワクチン接

種が進んでも継続した感染症対策は必要です。感染が終結したわけではありません。今後も「特例

的評価」の継続を強く求めたいです。（居宅介護支援事業素） 
○ コロナウイルス感染症が流行しだしてから、介護事業のところでも色々な備品を揃えるなどの費
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用がかかっており、日々の支援でも感染対策を徹底するために手間も多くなり、利用者ひとりひとり

のケアにより注意が必要になっています。どんなに感染に注意をしていても、職員自身やその家族、

利用者などどこでだれが感染してもおかしくない状況で、この 1 年半の間も陽性者が生じて事業を

休止せざるを得なかった事業所が数多有りました。その間は事業収入が途絶える訳で、特に資本規

模の小さい介護事業所は、経営的に大きな影響を受けています。「特例的評価」が十分とは言い難

いところもありますが、それでも事業の継続には大変有効な措置であった思います。この第五波がピ

ークすら見えないなかで、また休業せざるを得ない事業所が目立ち始めています。是非とも「特例的

評価」を継続していただくようお願いする次第です。 （居宅介護支援事業所） 
○ コロナが災害と一緒なら、助成については利用者負担ではなく、公費で持つのが当然です。（居

宅介護支援事業所） 
○ 新型コロナウイルス感染症はまだまだ終息しません。利用控えも続いており事業継続も大変です。

是非特例的評価の継続をお願いします。（医療生活協同組合） 
○ 「延長の具体的判断基準」について、9 月終了を基本と想定しつつも「感染状況や地域における

実態などを踏まえ」検討するとされている。感染状況が 2 月の想定をはるかに超えている状況下、再

度検討すべきと考えるのが妥当。（医療生活協同組合） 
○ 介護現場では「受け入れたいけど感染対策も考えると難しい、でも求められているから何とかし

たい」といった葛藤に日々悩まされています。（社会福祉法人） 
○ 介護事業所のコロナ感染症の影響により、経営は深刻なダメージを受けています。感染対策物

品の購入費用、人件費の増加などによる事業費用の増加に対しては、介護事業所は昨年のかかり

増し経費の補助以外ありません。（医療生活協同組合） 
○ 調剤薬局でも「感染してしまうのではないか」、「感染を広げてしまうのではないか」という不安とス

トレスの中、在宅患者さんへの配薬、そして感染された患者さんへも配薬を行っています。継続を強

く求めます。（一般社団法人） 
○ 新型コロナウイルス感染症は収束するどころか未就学児や学生への広がりもあります。職員が出

勤できなくなったり、予定していた利用者が利用できなかったり、介護事業所は大変苦しい中で事業

を継続しています。上乗せを９月末で打ち切らないでください。（医療生活協同組合） 
○ オリンピックの影響で再拡大している中、特例的評価の継続の他、働く職員への手当ても何とか

実現してほしい。（社会福祉法人） 
○ コロナ感染症が収束していないのに打ち切りにするのはおかしいと思います。（社会福祉法人） 
○ 長期化するコロナ対応により、現場の状況も経営も逼迫しています。特例的評価の継続は事業

経営にとって最低限必要な措置です。（社会福祉法人） 
○ 介護事業所は医療機関と違い、利用者や職員に陽性者が生じた時の休業に対する補償があり

ません。利用者を守るためにコロナに関連する介護報酬の措置をお願いします。（医療生活協同組

合） 
○ 昨年当初から新型コロナウイルス感染症とのたたかいと対応の毎日が続いています。当法人で

も休業を余儀なくされた事業所が複数あり、このパンデミックはいまだ終息の兆しが見えるどころか、

むしろ拡大の傾向が続き、多くの職員や家族を疲弊させています。10 月以降の特例的評価の継続

をぜひともお願いします。（社会福祉法人） 
                                   ＊以下、略＊ 


